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観光ルネサンス事業検討会の設置について

【設置趣旨】

「観光ルネサンス事業」においては、外客誘致法に基づく市町村の認定

を受けた観光協会、NPO、第三セクター等の民間団体に対して助成するこ

ととしているが、その支援対象の決定に当たっては、透明性及び客観性を

確保するため、国土交通省において「観光ルネサンス事業検討会」を設置

し、支援対象の候補を補助決定権者に対し推薦することとする。

また、調査事業として観光ルネサンス事業に位置づけられている「観光

地域づくり実践プラン」については、観光ルネサンス補助制度への移行を

目指した調査であることから、同じ検討会から決定権者に対して推薦する

こととする。
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